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令和７年第１回（３月）大郷町議会定例会会議録第４号 

令和７年３月７日（金） 

                                    

応招議員（１２名） 

   １番 赤 間 繁 幸 君    ２番 鎌 田 暁 史 君 

   ３番 鈴 木 利 博 君    ４番 赤 間 則 幸 君 

   ５番 佐々木 和 夫 君    ６番 鈴 木 恵 子 君 

   ７番 金 須 新 一 君    ８番 田 中 三惠子 君 

   ９番 熱 海 文 義 君   １０番 石 垣 正 博 君 

  １１番 高 橋 重 信 君   １２番 石 川 良 彦 君 

                                       

出席議員（１２名） 

   応招議員と同じ 

                                       

欠席議員（なし） 

                                       

  地方自治法第 121条の規定により、会議事件説明のため本議会に出席した

者は、次のとおりである。 

町長     田 中   学 君  副町長    金 須 豊 洋 君 

教育長    鳥 海 義 弘 君  総務課長   熊 谷 有 司 君 

財政課長   菅 野 直 人 君  まちづくり政策課長 高 橋   優 君 

復興推進課長 門 脇 匡 哉 君  税務課長   小 野 純 一 君 

町民課長   千 葉   昭 君  保健福祉課長 伊 藤 義 継 君 

農政商工課長 本 間 文 二 君  地域整備課長 武 藤 亨 介 君 

上下水道課長 齋 藤 正 智 君  会計管理者  赤 間 良 悦 君 

学校教育課長 角 田 倫 明 君  社会教育課長 片 倉   剛 君 

                                       

事務局出席職員氏名 

 事務局長 三浦 光  次長 相澤幸子  主事 高橋映瑠 

                                       

議事日程第４号 

  令和７年３月７日（金曜日） 午前１０時開議 

 日程第１   会議録署名議員の指名 

 日程第２   議案第２３号 令和７年度大郷町一般会計予算 

 日程第３   議案第２４号 令和７年度大郷町国民健康保険特別会計予算 
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 日程第４   議案第２５号 令和７年度大郷町介護保険特別会計予算 

 日程第５   議案第２６号 令和７年度大郷町後期高齢者医療特別会計予 

               算 

 日程第６   議案第２７号 令和７年度大郷町宅地分譲事業特別会計予算 

 日程第７   議案第２８号 令和７年度大郷町水道事業会計予算 

 日程第８   議案第２９号 令和７年度大郷町下水道事業会計予算 

                                    

本日の会議に付した案件 

 日程第１   会議録署名議員の指名 

 日程第２   議案第２３号 令和７年度大郷町一般会計予算 

 日程第３   議案第２４号 令和７年度大郷町国民健康保険特別会計予算 

 日程第４   議案第２５号 令和７年度大郷町介護保険特別会計予算 

 日程第５   議案第２６号 令和７年度大郷町後期高齢者医療特別会計予 

               算 

 日程第６   議案第２７号 令和７年度大郷町宅地分譲事業特別会計予算 

 日程第７   議案第２８号 令和７年度大郷町水道事業会計予算 

 日程第８   議案第２９号 令和７年度大郷町下水道事業会計予算 

                                    

午 前  １０時００分  開 議 

議長（石川良彦君） 皆さん、おはようございます。 

    ただいまの出席議員は全員であります。定足数に達しておりますので、

これより本日の会議を開きます。 

    本日の議事日程は、あらかじめお手元に配付したとおりであります。 

                                    

日程第１ 会議録署名議員の指名 

議長（石川良彦君） 日程第１、会議録署名議員の指名を行います。会議録署

名議員は会議規則第110条の規定により、５番佐々木和夫議員及び６番

鈴木恵子議員を指名いたします。 

                                    

 日程第２   議案第２３号 令和７年度大郷町一般会計予算 

 日程第３   議案第２４号 令和７年度大郷町国民健康保険特別会計予算 

 日程第４   議案第２５号 令和７年度大郷町介護保険特別会計予算 

 日程第５   議案第２６号 令和７年度大郷町後期高齢者医療特別会計予 

               算 

 日程第６   議案第２７号 令和７年度大郷町宅地分譲事業特別会計予算 
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 日程第７   議案第２８号 令和７年度大郷町水道事業会計予算 

 日程第８   議案第２９号 令和７年度大郷町下水道事業会計予算 

議長（石川良彦君） 日程第２、議案第23号 令和７年度大郷町一般会計予算、

日程第３、議案第24号 令和７年度大郷町国民健康保険特別会計予算、

日程第４、議案第25号 令和７年度大郷町介護保険特別会計予算、日程

第５、議案第26号 令和７年度大郷町後期高齢者医療特別会計予算、日

程第６、議案第27号 令和７年度大郷町宅地分譲事業特別会計予算、日

程第７、議案第28号 令和７年度大郷町水道事業会計予算、日程第８、

議案第29号 令和７年度大郷町下水道事業会計予算を一括議題といたし

ます。 

    提出者から提案理由の説明を求めます。 

    まず、議案第23号について説明を求めます。財政課長。 

財政課長（菅野直人君） 皆さん、おはようございます。 

    議案第23号について、提案理由を御説明申し上げます。 

    予算書２ページを御覧ください。 

    議案第23号 令和７年度大郷町一般会計予算 

    令和７年度大郷町一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

    （歳入歳出予算） 

    第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ55億3,000万円と定

める。 

    第２項 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１

表 歳入歳出予算」による。 

    （債務負担行為） 

    第２条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第214条の規定により債務

を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第２表 

債務負担行為」による。 

    （地方債） 

    第３条 地方自治法第230条第１項の規定により起こすことができる地

方債の起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第

３表 地方債」による。 

    （一時借入金） 

    第４条 地方自治法第235条の３第２項の規定による一時借入金の借入

れの最高額は７億円と定める。 

    （歳出予算の流用） 

    第５条 地方自治法第220条第２項ただし書の規定により、歳出予算の
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各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

    第１号 各項に計上した給料、職員手当等及び共済費に係る予算額に

過不足を生じた場合における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流

用。 

    令和７年３月４日 提出 

大郷町長 田 中  学 

    初めに、令和７年度予算の概要について御説明申し上げます。 

    一般会計の予算総額は55億3,000万円、前年度比３億2,000万円の減、

率にして5.5％の減で、前年度を下回る予算となりました。 

    減額の主な理由は、新規事業や価格高騰のよる光熱水費及び各種委託

料、人事院勧告を反映した人件費等の増がありますが、味明川及び滑川

の緊急浚渫工事や中粕川復興まちづくり事業である避難道路の国受託負

担金等のハード事業の減によるものです。 

    継続事業としましては、国主導で農政に関わる行政システムをクラウ

ド上で共通化、標準化するガバメントクラウド導入業務委託料、国庫補

助事業である中粕川地区復興まちづくり事業として、避難道路等整備工

事、防災緑地整備工事、粕川防災コミュニティーセンター外構整備工事

等を計上しております。 

    新規事業としましては、子育て支援のため、県内でも実施市町村が少

なく、仙台管内では恐らく初となる３歳未満の保育料無償化補助金事業

による完全無償化、妊婦等包括相談支援事業、ＧＩＧＡスクール構想を

推進するための小中学校のタブレット端末更新、学校給食センター外壁

等改修工事等を予定しております。 

    また、令和７年度町長選挙、宮城県知事選挙、参議院議員選挙の予算

も計上しているところです。 

    歳入ではまず、町税関係で、太陽光発電施設の減価償却分の減額によ

る固定資産税の減が見込まれておりますが、個人町民税、定額減税によ

る減収がなくなるために増額が見込まれており、法人町民税、軽自動車

税についても微増が見込まれることから、当初予算ベースで前年度比

1.5％の増を見込んでおります。 

    次に、地方交付税については、令和７年度の国の地方財政対策におい

て、全国ベースで前年比1.6％の増とされておりますが、本町では、確

実な財源見通しの観点から、前年と同額の12億8,000万1,000円を計上し

たところです。 

    このほかの財源としましては、令和７年度も、ハード事業が関係する
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国県支出金を計上したほか、財政調整基金及び町債等により予算措置を

しております。なお、財政調整基金等の基金繰入金は８億7,993万7,000円

で、前年度比8,997万5,000円の増、率にして11.4％の増となっておりま

す。 

    また、町債は２億7,300万円で、前年度比４億4,430万円の減、率にし

て38.2％の減となりました。将来の負担軽減のため、新規発行を抑制し

ているところです。 

    続きまして、３ページの第１表により、款項ごとに主な内容を説明し

てまいります。 

    まず、歳入です。 

    第１款町税12億7,629万円で、前年比1,939万円の増となります。 

    第１項町民税は３億2,040万円で、前年度比3,732万6,000円の増です。

定額減税の減収がなくなるため、個人町民税が増、法人町民税も微増と

なるものです。 

    第２項固定資産税８億3,320万6,000円で、前年度比1,832万8,000円の

減です。太陽光発電施設の減価償却分の減によるものです。 

    第３項軽自動車税は3,231万1,000円で、前年比48万5,000円の増です。 

    第４項町たばこ税9,037万2,000円で、前年比９万2,000円の減です。 

    第５項入湯税は1,000円で、科目計上です。 

    第２款地方譲与税4,831万9,000円で、前年度比161万5,000円の減です。 

    第１項地方揮発油譲与税は1,023万9,000円で、前年度比86万6,000円の

減です。 

    第２項自動車重量譲与税は3,280万1,000円で、前年度比143万3,000円

の減です。 

    第３項地方道路譲与税は1,000円で、科目計上です。 

    第４項森林環境譲与税は527万8,000円で、前年度比68万4,000円の増と

なります。 

    第３款利子割交付金第１項利子割交付金39万7,000円で、前年度比20万

9,000円の増です。県通知によるものでございます。以下の交付金も同

様となります。 

    第４款配当割交付金第１項配当割交付金274万3,000円で、前年度比

51万4,000円の増です。 

    第５款株式等譲渡所得割交付金第１項株式等譲渡所得割交付金312万

3,000円で、前年度比138万2,000円の増です。 

    第６款法人事業税交付金第１項法人事業税交付金2,333万2,000円で、
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前年度比247万5,000円の増です。 

    第７款地方消費税交付金第１項地方消費税交付金２億2,498万8,000円

で、前年度比2,869万5,000円の増です。 

    第８款ゴルフ場利用税交付金第１項ゴルフ場利用税交付金6,400万円

で、前年同額です。 

    第９款環境性能割交付金第１項環境性能割交付金670万円で、前年度比

90万円の増です。 

    ４ページを御覧ください。 

    第10款地方特例交付金第１項地方特例交付金570万円で、前年同額で

す。 

    第11款地方交付税第１項地方交付税12億8,000万1,000円で、前年同額

です。内訳として、地方交付税12億円及び特別交付税8,000万円で前年

同額、震災復興特別交付税1,000円で科目計上です。 

    第12款交通安全対策特別交付金第１項交通安全対策特別交付金55万円

で、前年度比５万円の減です。 

    第13款分担金及び負担金第２項負担金493万円で、前年度比294万円の

減です。放課後児童クラブ保育料、老人保護措置費用徴収金になります。 

    第14款使用料及び手数料6,466万8,000円で、前年度比93万8,000円の増

です。 

    第１項使用料は5,952万5,000円で、前年度比62万4,000円の減です。住

民バス乗車料、町営住宅使用料などでございます。入居者所得による町

営住宅使用料の減等によるものです。 

    第２項手数料は2,514万3,000円で、前年度比156万2,000円の増です。

戸籍諸証明手数料、廃棄物処理手数料等でございます。廃棄物運搬許可

等業者の増等によるものです。 

    第15款国庫支出金は７億5,480万2,000円で、前年度比3,121万5,000円

の減です。 

    第１項国庫負担金は３億7,288万4,000円で、前年度比7,461万4,000円

の増となります。児童手当交付金、認定こども園関連の子どものための

教育・保育給付費交付金、障害福祉サービス費負担金、障害児通所給付

費負担金等が主なものです。制度改正に伴う対象児童数の増及び国庫負

担率の変更による児童手当交付金の増等によるものです。 

    第２項国庫補助金３億7,220万5,000円で、前年度比１億605万9,000円

の減です。子ども・子育て支援交付金、認定こども園の屋根、外壁改修

工事に対する就学前教育・保育施設整備交付金、中粕川地区復興まちづ
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くり事業の防災拠点整備事業に係る社会資本整備総合交付金、国主導で

行政に関わる行政システムをクラウド上で共通化、標準化するガバメン

トクラウド導入に係るデジタル基盤改革支援補助金等が主な内容です。

減額は、中粕川地区復興まちづくり事業に係る社会資本整備総合交付金

の減等によるものです。 

    第３項委託金は971万3,000円で、前年度比23万円の増です。基礎年金

等事務費交付金、粕川地区堤防除草作業委託金が主なものです。 

    第16款県支出金は３億2,859万8,000円で、前年度比4,881万8,000円の

増です。 

    第１項県負担金は１億7,097万6,000円で、前年度比577万5,000円の増

です。児童手当交付金、国民健康保険及び後期高齢者医療保険基盤安定

負担金、認定こども園関連の子どものための教育・保育給付費交付金、

障害福祉サービス費負担金等が主なものでございます。 

    第２項県補助金は１億2,557万1,000円で、前年度比2,605万8,000円の

増です。障害者医療費補助金、保育料無償化等に対する少子化対策市町

村交付金、子ども・子育て支援事業計画に基づく子ども・子育て支援交

付金、地域の農業施設等の維持に対する多面的機能支払交付金、小中学

校のタブレット端末更新による公立学校情報機器等整備事業補助金が主

なものです。少子化対策市町村交付金及び公立学校情報機器等整備事業

補助金等による増です。 

    第３項委託金は3,205万1,000円で、前年度比1,698万5,000円の増です。

個人県民税徴収取扱費委託金、宮城県知事選挙及び参議院選挙費が主な

ものでございます。選挙費に係る委託金の増等です。 

    第17款財産収入5,819万8,000円で、前年度比509万8,000円の増です。 

    第１項財産運用収入は5,819万5,000円で、前年度比509万5,000円の増

です。町有財産貸付収入及び各種基金利子収入です。定期預金及び債権

購入による利率引上げによる増です。 

    第２項財産売払収入は3,000円で、科目計上です。 

    第18款寄附金第１項寄附金5,539万1,000円で、前年度比3,461万円の減

です。ふるさと納税及び企業版ふるさと納税に関する寄附金、東成田地

区へのポンプ小屋建設に伴う地元寄附金です。ふるさと応援寄附金を令

和６年実績に基づき継承したため減となったものです。 

    第19款繰入金は８億7,997万3,000円で、前年度比8,987万5,000円の増

です。 

    第１項基金繰入金は８億7,993万4,000円で、前年度比8,987万5,000円
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の増です。ハード事業に関する国庫補助金等裏負担財源及び一般財源不

足について財政調整基金等から繰り入れるものでございます。増額は、

財政調整基金の繰越金の増等によるものです。 

    ５ページを御覧ください。 

    第２項特別会計繰入金は3,000円で、科目計上です。 

    第20款繰越金第１項繰越金は4,000万円で、前年度同額です。 

    第21款諸収入１億1,533万3,000円で、前年度比556万1,000円の減です。 

    第１項延滞金加算金及び過料５万円は、町税延滞金で前年同額です。 

    第２項町預金利子12万5,000円は、普通預金運用利子です。 

    第３項貸付金元利収入は2,369万8,000円で、前年度比428万5,000円の

減です。奨学資金「未来づくり事業」、災害援護資金、地域総合整備資

金などの各貸付金の返済金です。 

    第４項受託事業収入は1,058万8,000円で、前年度比73万2,000円の増で

す。後期高齢者健康診査受託事業収入及び高齢者保育事業と介護予防等

一体実施受託事業収入等です。 

    第５項雑入は4,678万6,000円で、前年度比８万4,000円の増です。各種

検診自己負担金、学校給食費収入等です。 

    第６項ボートピア事業交付金は2,108万6,000円で、前年度比171万

4,000円の減です。売上見込みの減によるものです。 

    第７項場外馬券場所在区市町村交付金は1,300万円で、前年度比50万円

の減です。売上見込額の減によるものです。 

    第22款町債第１項町債は２億7,300万円で、前年度比４億4,230万円の

減です。減額となった理由は、令和６年度に味明川及び滑川緊急浚渫工

事が完了したこと、中粕川復興まちづくり事業に関する起債が前年度よ

り減額したこと、令和７年度に臨時財政対策債の新規発行がないこと等

によるものです。内容につきましては、後ほど第３表地方債のほうで御

説明いたします。 

    収入合計55億3,000万円です。 

    次に、歳出について御説明いたします。 

    ６ページを御覧ください。 

    第１款議会費第１項議会費8,802万円で、前年度比26万1,000円の減で

す。議員報酬、費用弁償並びに事務局職員給料が主なものです。減額は、

買上げによる議場音響設備等賃貸借料の減等によるものです。 

    第２款総務費は11億8,920万2,000円で、前年度比１億133万3,000円の

増です。 
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    第１項総務管理費10億1,399万2,000円で、前年度比6,433万8,000円の

増となります。職員人件費、行政区長運営費、行政区運営費、公有財産

及び情報システム管理費、ふるさと応援寄附関連経費、住民バス運行費、

交通防災対策費などに係るものでございます。実績に基づきふるさと応

援寄附金関連経費及びふるさと応援寄附金を積立てする「未来づくり基

金」積立て、財政状況による庁舎建設基金積立ての減がありますが、国

主導で行政に関わる業務システムをクラウド上で共通化、標準化するガ

バメントクラウド導入委託料等の経費等により増となったものです。 

    第２項徴税費9,512万9,000円で、前年度比1,870万1,000円の増です。

職員人件費並びに賦課徴収経費です。３年に一度の固定資産税評価替え

に伴う土地鑑定業務、航空写真撮影及び画像作成業務等による増です。 

    第３項戸籍住民基本台帳費4,920万8,000円で、前年度比884万1,000円

の減です。職員人件費、住民基本台帳、戸籍システム運用経費等です。

国の提示条件による戸籍システム標準化、共通化業務の令和６年度委託

分が完了したこと等による減です。 

    第４項選挙費2,487万4,000円で、前年度比2,445万7,000円の増です。

選挙管理委員会、町長選挙、宮城県知事選挙、参議院選挙等の経費です。 

    第５項統計調査費453万3,000円で、前年度比267万円の増です。各種統

計調査の経費です。５年ごとに行われる国勢調査経費の計上による増で

す。 

    第６項監査委員費、前年度比8,000円の増です。監査委員の報酬、費用

弁償、研修旅費等です。 

    第３款民生費13億6,851万6,000円で、前年度比9,117万8,000円の増で

す。 

    第１項社会福祉費７億9,580万1,000円で、前年度比2,587万9,000円の

増です。職員人件費、高齢者や障害者等への各種福祉関係経費、国民健

康保険等各特別会計への繰出金、後期高齢者医療広域連合への負担金等

です。障害福祉サービス利用者の増による自立支援給付費、国民健康保

険特別会計会操出金等の増によるものです。 

    第２項児童福祉費５億7,271万5,000円で、前年度比6,529万9,000円の

増です。児童手当、認定こども園経費、児童館運営経費、すこやか子育

て医療費助成等です。県内でも実施市町村が少なく、仙台管内では恐ら

く初となる３歳未満の保育料無償化補助金事業による完全無償化の実施、

３歳未満の制度改正による対象児童数増及び第３子支給費の増による児

童手当、認定こども園の屋根・外壁改修工事に対する就学前教育・保育



―２４５― 

施設事業費補助金、ベビー用品レンタル事業等による増です。 

    第４款衛生費４億4,100万4,000円で、前年度比2,355万5,000円の増で

す。 

    第１項保健衛生費１億6,267万9,000円で、前年度比2,812万1,000円の

増です。職員人件費、各種検診、予防接種経費、生活環境対策費、保健

センター管理費等になります。単価高騰による定期予防接種業務、令和

７年４月１日から始まる妊婦等包括相談支援事業、高齢者等新型コロナ

ウイルス感染症定期予防接種事業による増となったものです。 

    第２項病院費6,018万2,000円で、前年度比640万7,000円の減です。公

立黒川病院負担金及び出資金です。令和６年度に医療機器整備等があっ

たため減となったものです。 

    第３項清掃費２億1,814万3,000円で、前年度比184万1,000円の増です。

ごみ処理、し尿処理等の黒川行政事務組合負担金及びごみ収集運搬業務

等です。ごみ焼却施設補修工事等による黒川地域行政事務組合負担金の

増によるものです。 

    第５款農林水産業費２億1,356万円で、前年度比499万8,000円の減で

す。 

    第１項農業費２億607万2,000円で、前年度比223万2,000円の増です。

職員人件費、農業委員会運営費、農業振興費、多面的機能活動組織交付

金や農業振興総合補助金等の農業者及び各種団体への交付金並びに補助

金、畜産振興費、開発センター、ふれあいセンター21及びパストラル縁

の郷の維持管理費等になります。県営事業である志田谷地地区及び行井

堂地区土地改良事業費負担金、同じく県営事業である前川地区圃場整備

調査調整業務委託料及び前川地区圃場整備事業負担金等による増です。 

    第２項林業費748万8,000円で、前年度比723万円の減です。松くい虫被

害木の伐倒業務、黒川森林組合出資金、森林環境整備基金積立等になり

ます。令和６年度に森林経営管理意向調査等業務委託料を計上していた

ため減となったものです。 

    第６款商工費第１項商工費3,012万2,000円で、前年度比769万2,000円

の減です。職員人件費、くろかわ商工会補助金、小規模事業経営改善資

金利子補給、消費生活相談経費等になります。令和６年度に国の物価高

騰対策重点支援臨時交付金事業として、町民１人当たり3,000円の生活

応援商品券を発行することから、くろかわ商工会と協議の上、令和７年

度は２割増し商品券の発行を実施しないこと等による減でございます。 

    第７款土木費７億9,062万4,000円で、前年度比６億6,735万6,000円の
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減です。 

    第１項土木管理費4,519万3,000円で、前年度比310万5,000円の増です。

職員人件費、事務経費、公用車等管理経費の計上です。 

    第２項道路7,086万1,000円で、前年度比2,848万4,000円の減です。道

路管理のための除草及び敷き砂利業務、緊急維持工事費、町道中粕川線

及び中粕川中線の道路台帳作成業務、町道中村長崎線のり面復旧工事、

町道柏木原小梁川道路改良工事に係る用地購入費及び電力柱移転補償

費、橋梁点検長寿命化計画策定業務委託料等が主なものです。令和６年

度に小屋館橋及び宮下橋橋梁修繕工事を計上していたため減となったも

のです。 

    第３項河川費790万7,000円で、前年度比１億7,588万4,000円の減です。

粕川地区堤防除草業務が主なものでございます。令和６年度に味明川及

び滑川の河川緊急浚渫工事を計上したため大幅な減となったものです。 

    第４項住宅費832万1,000円で、前年度比712万2,000円の減です。町営

住宅の維持管理経費です。令和６年度に町営住宅長寿命化計画改定業務

委託料を計上していたため減となったものです。 

    ７ページを御覧ください。 

    第５項都市計画費６億5,834万2,000円で、前年度比４億5,897万

1,000円の減です。町立公園管理費、定住促進事業として住宅リフォー

ム事業、民間分譲地の住宅建設に対する定住促進事業補助金、住宅を新

築した若者世代に固定資産税相当額を奨励金として交付する若者及び子

育て世帯定住促進奨励金、地域おこし協力隊費用、中粕川復興まちづく

り事業として粕川地区防災コミュニティーセンター敷地及び防災緑地、

避難緑地等の用地確定測量業務、粕川地区避難道路等整備工事、防災緑

地整備工事、粕川防災コミュニティーセンター外構整備工事等が主なも

のでございます。減となった主な理由は、国受託事業である避難道路整

備負担金等の減によるものです。 

    第８款消防費第１項消防費２億7,138万1,000円で、前年度比5,367万

4,000円の増です。消防団員報酬及び災害時出動報酬、費用弁償、黒川

地区行政事務組合への消防費負担金等になります。増額の主な理由は、

東成田地区にポンプ小屋を整備する消防施設整備工事、法堂撫山宅地及

び法堂前西の消火栓設置工事負担金、消防庁舎建設に伴う黒川行政事務

組合負担金の増等によるものです。 

    第９款教育費５億3,777万7,000円で、前年度比7,659万9,000円の増で

す。 
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    第１項教育総務費8,423万9,000円で、前年度比102万6,000円の増です。

教育委員会及び職員人件費、奨学資金貸付金、外国語指導助手経費、不

登校対策としての子どもの心のケアハウス事業、学校教育充実のための

指導主事配置事業等が主なものです。 

    第２項小学校費１億1,108万8,000円で、前年度比246万3,000円の増で

す。教材備品購入費、教員補助者設置費用、スクールバス運行経費、施

設管理費等になります。ＧＩＧＡスクール構想の推進により、３年間で

全台数更新の計画で、令和７年度に160台のタブレット端末を更新を予

定しているため、増となったものです。 

    第３項中学校費5,633万1,000円で、前年度比692万3,000円の増です。

内容は小学校と同様で、ＧＩＧＡスクール構想の推進により、３年間で

全台数更新の改革で、令和７年度に80台のタブレット端末更新を予定し

ているための増となったものです。 

 第４項社会教育費9,191万9,000円で、前年度比716万5,000円の増です。

職員人件費、各種社会教育及び公民館事業運営費、社会教育施設維持管

理費経費等になります。増額の主な理由は、各分館への環境整備事業補

助金、粕川地区防災コミュニティーセンター管理費経費等の増によるも

のです。 

    第５項保健体育費１億9,420万円で、前年度比5,902万2,000円の増で

す。職員人件費、社会体育事業及び学校給食に関する経費、学校給食無

償化事業等になります。学校給食センター外壁等改修工事及び工事管理

業務委託料、秋まつり実行委員会補助金の計上により増となったもので

す。 

    第10款災害復旧費4,000円で前年度同額です。 

    第１項東日本大震災災害復旧費2,000円です。東日本大震災復興基金へ

の利子積立てです。 

    第２項公共土木施設災害復旧費1,000円、第３項農林水産施設災害復旧

費1,000円は、科目計上です。 

    第11款公債費第１項公債費５億8,979万円で、前年度比1,396万7,000円

の増です。町債元利償還金５億5,927万2,000円、町債利子、償還金等

3,051万8,000円です。令和５年度分の償還の開始、償還利率見直し等に

よる増です。 

    最後に、第12款予備費第１項予備費1,000万円で、前年度同額です。 

    歳出合計55億3,000万円です。 

    続いて、８ページを御覧ください。 
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    第２表 債務負担行為について御説明いたします。 

    事項、期間、限度額の順に申し上げます。 

    １、固定資産台帳精緻化業務、期間は令和７年度から８年度まで、限

度額は33万円です。財務書類等として、所有外財産に関してに関しても

固定資産台帳の整備が必要になり、２年間で整備するため設定するもの

です。 

    ２、住民情報システム機器賃貸借、期間は令和７年度から12年度まで、

限度額は3,297万1,000円です。現計画期間の満了により新たに５年間の

契約を締結するため設定するものです。 

    ３、通知カード個人番号カード裏面プリンター保守業務、期間は令和

７年度から12年度まで、限度額は42万6,000円です。現計画期間の満了

により新たに５年間の契約を締結するため設定するものです。 

    ４、住基ネットワークシステム賃貸借、期間は令和７年度から12年度

まで、限度額は1,947万円です。現計画期間の満了により新たに５年間

の契約を締結するため設定するものです。 

    ５、通知カード個人番号カード裏面プリンター賃貸借、期間は令和７

年度から12年度まで、限度額は110万円です。現計画期間の満了により

新たに５年間の契約を締結するため設定するものです。 

    ６、地域自殺対策計画策定業務、期間は令和７年度から８年度まで、

限度額は313万5,000円です。現計画期間の満了により新たに計画を２年

間で策定するため設定するものです。 

    ７、小規模事業者経営改善資金利子補給（令和７年度貸付分）、期間は

令和７年度から10年度まで、限度額は142万3,000円です。資金融資の利

用者に対し、１パーセントの利子補給を３年にわたり利子補給するため

設定するものです。 

    ８、大郷町奨学資金貸与（令和７年度貸付分）、期間は令和７年度から

10年度まで、限度額は792万円です。令和７年度貸付け者に在学期間貸

付けするため設定するものです。 

    ９ページを御覧ください。 

    第３表 地方債について御説明いたします。 

    起債の目的、限度額、起債の方法、利率、償還の方法の順に申し上げ

ます。 

    １、道路等整備事業。社会資本整備総合交付金事業で、町道改良工事

に係るものです。内容としましては、町道柏木原小梁川線電柱移設補償

費及び土地購入費となります。限度額は600万円です。起債の方法は証書
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借入。利率5.0％になります。ただし、リース見直し方式で借り入れる資

金について利率の見直しを行った後においては、当該見直し後の利率と

し、償還の方法は、「政府資金については、その融資条件により、銀行そ

の他の場合にはその債権者と協議するものとする。ただし、町財政の都

合により据置期間及び償還期限を短縮し、または繰上償還若しくは低利

に借換することができる」ものとしております。 

    本事業に関する充当率は、補助残等に対し100％で、充当率のうち70％

の交付税措置が講じられます。 

    ２、都市防災総合推進事業。社会資本整備総合交付金事業で、中粕川

復興まちづくり事業の防災拠点施設整備等事業に係るものです。内容と

しましては、防災避難緑地フェンス設置工事及び確定測量業務、避難道

路等整備工事、防災コミュニティーセンター外構工事分となります。限

度額は１億6,690万円で、起債の方法、利率、償還の方法は前記と同様で

す。本事業に係る充当率は、補助残等に対し100％で、充当率のうち70％

の交付税措置が講じられます。 

    ３、学校教育施設等整備工事。学校給食外壁等改修工事に係るもので

す。限度額は4,900万円で、起債の方法、利率、償還の方法は前記と同様

です。本事業に関する充当率は100％で、事業費のうち70％が交付税措置

されるものです。 

    ４、緊急防災・減災事業。令和元年度東日本台風で被災し撤去してい

た防災行政無線屋外支局設置工事及び防災無線用Ｊアラート機器更新工

事に係るものです。限度額は1,610万円で、起債の方法、利率、償還の方

法は前記と同様です。本事業に係る充当率は100％で、充当率のうち70％

が交付税措置されるものです。 

    ５、過疎対策事業（ソフト分）。給食費無償化事業に係るものです。限

度額は3,500万円で、起債の方法、利率、償還の方法は前記と同様です。

本事業に係る充当率は100％で、充当率のうち70％の交付税措置が講じら

れるものです。 

    地方債合計は２億7,300万円です。 

    以上で議案第23号についての提案理由の説明を終了いたします。 

    次ページ以降の事項別明細書を御覧いただきまして、御審議の上、御

可決賜りますようお願い申し上げます。 

議長（石川良彦君） 以上で議案第23号の説明を終わります。 

    次に、議案第24号及び議案第26号について説明を求めます。町民課長。 

町民課長（千葉 昭君） それでは、議案第24号につきまして提案理由の御説



―２５０― 

明を申し上げます。 

    予算書の117ページを御覧ください。 

    議案第24号 令和７年度大郷町国民健康保険特別会計予算 

    令和７年度大郷町の国民健康保険特別会計の予算は、次に定めるとこ

ろによる。 

    （歳入歳出予算） 

    第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ９億7,416万3,000円

と定める。 

    第２項 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１

表 歳入歳出予算」による。 

    （一時借入金） 

    第２条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第235条の３第２項の規定

による一時借入金の借入れの最高額は4,000万円と定める。 

    （歳出予算の流用） 

    第３条 地方自治法第220条第２項ただし書の規定により、歳出予算の

各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

    第１号 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合

における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 

    令和７年３月４日 提出 

大郷町長 田 中  学 

    初めに、予算の概要を申し上げます。 

    予算の総額は９億7,416万3,000円で、令和６年度当初予算と比較する

と5,065万4,000円、率にして5.5％の増となりました。被保険者数は年

々減少しているものの、高齢化や医療の高度化により、１人当たりの給

付費が増大していることによる保険給付費の増が大きな要因でございま

す。 

    118ページを御覧ください。 

    それでは、第１表 歳入歳出予算にて、歳入から款項ごとに御説明い

たします。 

    第１款国民健康保険税第１項国民健康保険税１億2,542万7,000円は、

保険税の収納見込額で、前年と比較し1,239万6,000円、率にして９％の

減でございます。 

    第２款使用料及び手数料第１項手数料５万円は、保険税の督促手数料

でございます。 

    第３款県支出金第１項県補助金７億6,917万2,000円は、保険給付費の
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額により交付される普通交付金と、各種事業への取組状況等に応じて交

付される特別交付金でございます。 

    第４款財産収入第１項財産運用収入54万4,000円は、財政調整基金及び

高額療養費資金等貸付基金の預金利子でございます。 

    第５款繰入金第１項他会計繰入金6,323万2,000円は、保険基盤安定繰

入金、出産育児一時金、財政安定化支援事業繰入金及び事務費に対する

一般会計からの繰入金でございます。 

    同じく、第２項基金繰入金1,573万3,000円は、国保財政調整基金から

の繰入れで、財源調整のための基金繰入れでございます。 

    第６款繰越金第１項繰越金1,000円は、前年度からの繰越金で、科目計

上でございます。 

    第７款諸収入第１項延滞金加算金及び過料1,000円は、保険税の延滞金

で、科目計上でございます。 

    同じく、第２項雑入3,000円は、交通事故など第三者行為に係る還付金

などを見込んでおります。 

    以上、歳入合計９億7,416万3,000円でございます。 

    続きまして、119ページの歳出について御説明いたします。 

    第１款総務費第１項総務管理費530万1,000円は、レセプト点検業務な

どの国保事務共同処理委託料及び国保連合会への負担金などに要する経

費です。昨年度は、マイナンバーカードと保険証の一体化に伴う国保シ

ステムの改修業務があったことから、昨年度より約370万円の減額とな

ってございます。 

    第２項徴税費439万円は、保険税の賦課徴収に係る経費、保険税の完納

報奨金などです。また、18歳未満の被保険者に係る均等割相当額の補助

事業を令和７年度も継続いたします。 

    第３項運営協議会費24万5,000円は、国保運営協議会に要する費用でご

ざいます。 

    第２款保険給付費第１項療養諸費６億4,090万6,000円は、療養給付費

等に係る国保連合会への負担金です。 

    第２項高額療養費１億1,064万円は、一般被保険者に係る高額療養費で

ございます 

    第３項移送費1,000円につきましては、科目計上でございます。 

    第４項出産育児諸費150万1,000円は、３件分の出産育児一時金でござ

います。 

    第５項葬祭諸費75万円は、15件分の葬祭費でございます。 
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    第３款国民健康保険事業費納付金第１項医療給付費分１億3,135万

9,000円は、被保険者の医療給付費として県に納付するものでございま

す。 

    第２項後期高齢者医療支援金等分4,952万5,000円は、被保険者に係る

後期高齢者医療支援金等に対応する県への納付金でございます。 

    第３項介護納付金分1,091万6,000円は、40歳から64歳の被保険者に係

る介護納付金に対応する県への納付金でございます。 

    第４款共同事業拠出金第１項共同事業拠出金1,000円は、科目計上でご

ざいます。 

    第５款保健事業費第１項特定健康審査等事業費1,151万1,000万円は、

特定健康審査及び特定保健指導に要する経費でございます。 

    第２項保健事業費456万9,000円は、国保制度及び健康増進に係る啓蒙

啓発、医療費通知、各種住民健診に対する助成など、疾病予防対策事業

に要する経費でございます。 

    第６款基金積立金第１項基金積立金54万6,000円は、財政調整基金など

に係る利子積立金でございます。 

    第７款諸支出金第１項償還金及び還付加算金100万1,000円は、過年度

分の保険税還付金でございます。 

    第２項繰出金1,000円は、一般会計への繰出金で、科目計上でございま

す。 

    第８款予備費第１項予備費は昨年度同様100万円を計上しております。 

    以上、歳出合計９億7,416万3,000円でございます。 

    以上で議案第24号の説明を終わります。 

    続きまして、議案第26号の提案理由を御説明申し上げます。 

    予算書の152ページを御覧ください。 

    議案第26号 令和７年度大郷町後期高齢者医療特別会計予算 

    令和７年度大郷町の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めると

ころによる。 

    （歳入歳出予算） 

    第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１億952万4,000円

と定める。 

    第２項 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１

表 歳入歳出予算」による。 

    令和７年３月４日 提出 

大郷町長 田 中  学 
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    初めに、予算の概要を申し上げます。 

    予算の総額は１億952万4,000円で、令和６年度当初予算と比較すると

37万5,000円、率にして0.3％の増で、ほぼ前年と同額の計上となりまし

た。 

    歳入につきましては、特別徴収と普通徴収による保険料、一般会計か

らの保険基盤安定繰入金が主なものでございます。 

    歳出につきましては、保険料の徴収経費と広域連合に対する納付金が

主なものでございます。 

    153ページをご覧ください。 

    それでは、第１表 歳入歳出予算にて、歳入から款項ごとに御説明い

たします。 

    第１款後期高齢者医療保険料第１項後期高齢者医療保険料8,019万円

は、年金からの特別徴収及び普通徴収による保険料でございます。 

    第２款使用料及び手数料第１項手数料１万2,000円は、保険料の督促手

数料でございます。 

    第３款繰入金第１項一般会計繰入金2,910万9,000円は、事務費繰入金

及び保険基盤安定繰入金で、一般会計からの繰入金でございます。 

    第４款繰越金第１項繰越金1,000円は、前年度繰越金で、科目計上でご

ざいます。 

    第５款諸収入第１項延滞金加算金及び過料1,000円も、科目計上でござ

います。 

    第２項償還金及び還付加算金21万円は、広域連合からの還付金や還付

加算金でございます。 

    第３項雑入1,000円は、科目計上でございます。 

    以上、歳入合計１億952万4,000円でございます。 

    続きまして、154ページの歳出について御説明いたします。 

    第１款総務費第１項総務管理費82万1,000円は、資格証明書発送などの

一般事務に要する経費でございます。 

    第２項徴収費１万2,000円は、徴収事務に要する経費でございます。 

    第２款後期高齢者医療広域連合納付金第１項後期高齢者医療広域連合

納付金１億838万円は、徴収した保険料及び一般会計からの保険基盤安

定繰入金を広域連合に納付するものでございます。 

    第３款諸支出金第１項償還金及び還付加算金21万円は、過年度分の保

険料還付金及び還付加算金でございます。 

    第２項繰出金1,000円は、一般会計への繰出金で、科目計上でございま
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す。 

    第４款予備費第１項予備費は10万円の計上でございます。 

    以上、歳出合計１億952万4,000円でございます。 

    以上で議案第26号の説明を終わります。 

    ただいま御説明いたしました議案第24号 令和７年度大郷町国民健康

保険特別会計予算、議案第26号 令和７年度大郷町後期高齢者医療特別

会計予算につきまして、事項別明細書を御覧いただき、御審議の上、御

可決賜りますようお願い申し上げます。 

議長（石川良彦君） 以上で議案第24号及び議案第26号の説明を終わります。 

    ここで、10分間休憩といたします。 

午 前 １０時５７分  休 憩 

午 前 １１時０８分  開 議 

議長（石川良彦君） 休憩前に引き続き会議を開きます。 

    次に、議案第25号について説明を求めます。保健福祉課長。 

保健福祉課長（伊藤義継君） それでは、議案第25号につきまして提案理由を

御説明いたします。 

    各種会計予算説明書の132ページを御覧願います。 

    議案第25号 令和７年度大郷町介護保険特別会計予算 

    令和７年度大郷町の介護保険特別会計の予算は、次に定めるところに

よる。 

    （歳入歳出予算） 

    第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ11億7,758万

2,000円と定める。 

    第２項 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１

表 歳入歳出予算」による。 

    （一時借入金） 

    第２条 地方自治法（昭和22年法律第67号）第235条の３第２項の規定

による一時借入金の借入れの最高額は3,000万円と定める。 

    （歳出予算の流用） 

    第３条 地方自治法第220条第２項ただし書の規定により、歳出予算の

各項の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

    第１号 保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合

における同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用 

    令和７年３月４日 提出 

大郷町長 田 中  学 
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    まず、当初予算の概要を御説明申し上げます。 

    令和７年度予算の設計に当たりましては、第９期となります介護保険

事業計画を基本とした編成内容及び令和６年度の執行実績を勘案して積

算を行ったものとなります。予算の総額は11億7,758万2,000円で、前年

度対比で3,657万7,000円の増となります。 

    歳出の総務費においては、介護認定件数の増に伴う主治医意見書作成

手数料の増がありますが、介護保険システム改修費の減などにより、前

年度比274万1,000円の減となり、保険給付費においては施設介護サービ

ス給付費や地域密着型介護サービス給付費など、多くの給付費において

単価と件数の増により、前年度比で3,114万1,000円の増となりました。

地域支援事業費では、介護予防訪問通所等介護サービス事業費の単価と

件数増に伴い増額となったほか、委託事業、健康長寿対策事業や地域包

括支援センター運営業務、生活支援体制整備事業において人件費が増え

たことなどから、前年度比806万7,000円の増となりました。なお、介護

給付費準備基金からの繰入れは、前年度比725万7,000円減の1,442万

2,000円を計上しております。 

    それでは、133ページの第１表 歳入歳出予算について、款項ごとに主

な内容を御説明申し上げます。 

    まず、歳入でございます。 

    第１款保険料第１項介護保険料は２億3,494万2,000円で、前年度比

2,078万1,000円の増となっています。第１号被保険者に係る保険料収入

であり、被保険者数につきましては、特別徴収の方が2,773名、普通徴

収の方が224名で積算をしております。なお、保険料基準額については、

第９期介護保険事業計画に基づく月額6,800円により算出しているもの

でございます。 

    次に、第２款使用料及び手数料第１項手数料は１万5,000円で、保険料

の督促手数料となります。 

    次に、第３款支払基金交付金第１項支払基金交付金は３億259万

4,000円で、第２号被保険者の介護納付金や地域支援事業に係る支払基

金からの交付金となります。 

    次に、第４款国庫支出金第１項国庫負担金は１億8,856万5,000円で、

介護給付費の国庫負担分です。 

    第２項国庫補助金は8,738万3,000円で、介護給付費に対する調整交付

金や地域支援事業に係る交付金などとなります。 

    次に、第５款県支出金第１項県負担金は１億6,763万3,000円で、介護
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給付費負担金の県負担分となります。 

    第２項県補助金は1,014万9,000円で、地域支援事業に係る補助金の県

負担分となります。 

    次に、第６款財産収入第１項財産運用収入は13万5,000円で、介護給付

費準備基金の預金利子となります。 

    次に、第７款繰入金第１項一般会計繰入金は１億7,172万5,000円で、

介護給付費及び地域支援事業等に係る一般会計負担分の繰入れとなりま

す。 

    第２項基金繰入金は1,442万2,000円で、介護給付費準備基金からの繰

入金となり、保険料水準の維持のため基金繰入れにより財源調整を行う

ものです。 

    次に、第８款繰越金第１項繰越金1,000円は、科目設定のための計上と

なります。 

    次に、第９款諸収入第１項延滞金加算金及び過料1,000円も、科目設定

のための計上となります。 

    第２項雑入は１万7,000円で、会計年度任用職員の雇用保険被保険者分

などでございます。 

    以上、歳入合計が11億7,758万2,000円となります。 

    次に、歳出となります。 

    第１款総務費第１項総務管理費は648万1,000円で、介護保険システム

の保守や賃貸借に係る経費のほか、一般事務経費となります。 

    第２項徴収費は６万7,000円で、保険料の特別徴収や口座振替の手数料

などの徴収事務経費となります。 

    第３項介護認定審査会費は846万8,000円で、認定調査員の人件費のほ

か、介護認定に係る主治医意見書作成手数料や介護認定審査会に係る黒

川地域行政事務組合の負担金などが主なものとなります。 

    第４項運営協議会費は22万4,000円で、介護保険運営委員会と地域包括

支援センター運営協議会の運営経費になります。 

    次に、第２款保険給付費第１項介護サービス等諸費は９億7,144万円、

前年比度2,925万2,000円の増で、居宅介護サービスや施設介護サービス

などの介護サービス給付費となります。 

    第２項介護予防サービス等諸費は2,113万3,000円で、予防サービスに

係る給付費となります。 

    第３項高額介護サービス費は2,959万4,000円で、介護サービスの自己

負担分が上限額を超えた場合の給付費でございます。 
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    第４項高額医療合算介護サービス等費は351万円で、１年間の医療保険

と介護保険の自己負担が世帯の限度額を超えた場合の給付費となります。 

    第５項特定入所者介護サービス等費は7,032万円で、住民税非課税世帯

の方が施設に入所した際の負担軽減のための給付費でございます。 

    次に、第３款地域支援事業費第１項介護予防・生活支援サービス事業

費は1,346万8,000円で、地域支援事業として実施いたします介護予防訪

問介護サービス並びにケアマネジメントなどに要する費用でございます。 

    第２項一般介護予防事業費は1,125万6,000円で、健康長寿対策事業や

いきがい健康づくり事業に関する費用となります。 

    第３項包括的支援事業・任意事業費は3,813万3,000円で、地域包括支

援センターの運営経費のほか、生活支援体制整備事業や安心見守りネッ

トワーク事業、成年後見などに関する費用を計上しております。 

    次に、第４款基金積立金第１項基金積立金は13万5,000円で、介護給付

費準備基金に係る利子の積立分となります。 

    次に、第５款公債費第１項公債費は５万円で、一時借入金があった場

合の利子となります。 

    次に、第６款諸支出金第１項償還金及び還付加算金は30万2,000円で、

保険料の還付金などです。 

    次に、第７款繰出金第１項繰出金は1,000円で、一般会計への操出金の

科目設定のための計上となります。 

    次に、第８款予備費第１項予備費は300万円で、前年同額の計上となっ

ております。 

    以上、歳出合計が11億7,758万2,000円となります。 

    以上で議案第25号の説明を終わります 

    次ページ以降の事項別明細書を御覧いただきまして、御審議の上、御

可決賜りますようお願いいたします。 

議長（石川良彦君） 以上で議案第25号の説明を終わります。 

    次に、議案第27号について説明を求めます。復興推進課長。 

復興推進課長（門脇匡哉君） それでは、議案第27号につきまして、提案理由

を御説明申し上げます。 

    予算書161ページをお開き願います。 

    議案第27号 令和７年度大郷町宅地分譲事業特別会計予算 

    令和７年度大郷町の宅地分譲事業特別会計の予算は、次に定めるとこ

ろによる。 

    （歳入歳出予算） 
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    第１条 歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ2,287万2,000円と

定める。 

    第２項 歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１

表 歳入歳出予算」による。 

    令和７年３月４日 提出 

大郷町長 田 中  学 

    それでは、議案第27号につきまして御説明を申し上げます。 

    当会計は、高崎団地、中粕川団地、中村原団地の３団地の分譲に関す

る特別会計となります。 

    宅地分譲事業は令和４年度予算で完了しているため、歳入におきまし

ては他会計繰入金、歳出につきましては公債費について計上した予算内

容となっております。 

    162ページをお開き願います。 

    第１表 歳入歳出予算です。 

    初めに歳入ですが、第１款繰入金第１項他会計繰入金2,287万1,000円

です。公債費に対する一般会計からの繰入金となります。 

    第２款繰越金第１項繰越金は1,000円で、科目計上となります。 

    以上、歳入合計は2,287万2,000円となります。 

    続きまして、歳出を御説明いたします。 

    163ページをお開き願います。 

    第１款公債費第１項公債費は2,287万2,000円です。造成事業費として

借入れした町債の元金と利子の償還金となります。 

    歳出合計は2,287万2,000円となります。 

    以上、歳入歳出の予算合計は、それぞれ2,287万2,000円となります。 

    議案第27号 宅地分譲事業特別会計予算についての説明は以上となり

ます。 

    次ページ以降の事項別明細書を御確認いただきまして、御審議の上、

御可決賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。 

議長（石川良彦君） 以上で議案第27号の説明を終わります。 

    次に、議案第28号及び議案第29号について説明を求めます。上下水道

課長。 

上下水道課長（齋藤正智君） それでは、議案第28号につきまして、提案の理

由を申し上げます。 

    各種会計予算書の169ページをお開き願います。 

    議案第28号 令和７年度大郷町水道事業会計予算 
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    （総則） 

    第１条 令和７年度大郷町水道事業会計予算は、次に定めるところに

よる。 

    （業務の予定量） 

    第２条 業務の予定量は、次のとおりとする。 

    第１号 給水戸数は2,752戸で、前年度比２戸の増を見込んでおります。 

    第２号 年間総給水量は72万2,000立方メートルで、前年度比6,000立

方メートルの増を見込んでおります。 

    第３号 １日平均給水量は1,978立方メートルで、前年度比18立方メー

トルの増を見込んでおります。 

    第４号 主な建設改良事業は、老朽管更新事業等でございますが、粕

川地区配水管布設替設計業務、中村、鶉崎地区配水管布設替工事、中村

第２配水池動力盤更新工事を予定しており、予算額が１億3,882万

1,000円で、前年比9,482万円の増額です。 

    次に、収益的収入及び支出です。 

    第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

    収入です。 

    第１款水道事業収益を２億4,841万円とするものです。前年度比178万

2,000円の増額です。 

    第１項営業収益２億2,677万3,000円は、水道料金、開・閉栓手数料、

下水道等事務手数料などの収入を見込んでおり、前年度比142万円の増

額です。 

    第２項営業外収益2,163万4,000円は、預金利息、長期前受金戻入益、

引当金戻入益が主なもので、前年度比36万2,000円の増額です。 

    第３項特別利益3,000円は、科目の計上です。 

    次に、支出です。 

    第１款水道事業費用を２億4,666万円とするものです。前年度比1,780万

5,000円の増額です。 

    第１項営業費用２億3,585万3,000円は、大崎広域水道からの受水費、

水質検査、配水管電気設備の修繕料などの原水給水費、職員の人件費や

メーター検針業務、水道料金システム委託料、ＡＩ劣化診断業務、水安

全計画策定業務などの総係費、建物・構築物等の減価償却費などにより、

前年度比1,677万3,000円の増額です。 

    第２項営業外費用980万5,000円は、企業債の利息等によるもので、前

年度比103万2,000円の増額です。 
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    第３項特別損失2,000円は、科目計上です。 

    第４項予備費は、100万円を計上してございます。 

    続きまして、170ページをお開き願います。 

    資本的収入及び支出です。第４条 資本的収入及び支出の予定額は、

次のとおりと定める。 

    資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額5,548万1,000円は、

過年度分損益勘定留保資金4,429万6,000円及び当年度分消費税及び地方

消費税資本的収支調整額1,118万5,000円で補塡するものとする。 

    収入です。 

    第１款資本的収入を１億2,438万3,000円とするものです。前年度比

8,737万8,000円の増額です。 

    第１項工事負担金1,000円は、科目の計上です。 

    第２項他会計負担金341万円は、法堂地区消火栓設置分で、前年比度

340万9,000円の増額です。 

    第３項企業債１億860万円は、中村第二配水池動力盤更新工事、中村鶉

崎地区配水管布設替工事、大松沢法堂地区配水管布設替工事に係る企業

債で、事業量の増により前年度比7,160万円の増額です。 

    第４項国庫支出金1,237万円は、中村鶉崎地区配水管布設替工事に係る

国庫支出金で、事業費の増により前年比度1,236万9,000円の増額です。 

    第５項出資金、第６項他会計補助金1,000円は、科目の計上です。 

    次に、支出です。 

    第１款資本的支出を１億7,986万4,000円とするものです。前年度比

9,356万6,000円の増額です。 

    第１項資産購入費1,000円は、科目の計上です。 

    第２項建設改良費１億3,882万1,000円は、中村第二配水池動力盤更新

工事、中村鶉崎地区配水管布設替工事や、大松沢法堂地区配水管布設替

工事によるもので、前年度比9,482万円の増額となっております。 

    第３項企業債償還金4,104万2,000円は、石綿セメント管更新事業等に

伴う企業債の元金償還金で、前年度比125万4,000円の減額となっており

ます。 

    次に、（債務負担行為）です。 

    第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、

次のとおりとする。 

    事項、水道システム追加用スマホ賃貸借。期間は、令和７年度から令

和８年度までとし、限度額を42万3,000円とするものです。水道検針業
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務において、故障等の不測の事態に備え、１台追加するものです。 

    171ページです。 

    （企業債） 

    第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は次

のとおりと定める。 

    起債の目的であります１、中村第二配水池動力盤更新事業につきまし

て、限度額を2,200万円とするものです。 

    ２、水道管路近代化推進事業につきまして、限度額を8,660万円とする

ものです。 

    起債の方法は証書借入、利率は5.0％以内。ただし、利率見直し方式で

借り入れる資金については、利率の見直しを行った後においては当該見

直し後の利率とするものです。償還の方法は、借入先融資条件による。

ただし、企業財政その他の都合により繰上償還または低利に換えること

ができるものとするものです。 

    （一時借入金） 

    第７条 一時借入金の限度額は1,000万円と定めるものです。 

    （予定支出の各項の経費の金額の流用） 

    第８条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、

次のとおりと定める。 

    第１号 第１項営業費用及び第２項営業外費用に係る予算額に過不足

を生じた場合におけるこれらの経費の各項の間の流用とするものです。 

    （議会の議決を経なければ、流用することのできない経費） 

    第９条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額を、これら

以外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれらの経費の金

額に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。 

    第１号 職員給与費を1,453万6,000円とするものです。 

    （たな卸資産購入限度額） 

    第10条 たな卸資産の購入限度額は、50万円と定めるものです。 

    令和７年３月４日 提出 

大郷町長 田 中  学 

    以上で議案第28号の提案理由の説明を終わります。 

    続きまして、議案第29号につきまして、提案の理由を御説明申し上げ

ます。198ページをお開き願います。 

    議案第29号 令和７年度大郷町下水道事業会計予算 

    （総則） 
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    第１条 令和７年度大郷町下水道事業会計予算は、次に定めるところ

による。 

    （業務の予定量） 

    第２条 業務の予定量は次のとおりとする。 

    第１号 排水戸数は1,880戸で、前年度比９戸の増を見込んでおります。 

    第２号 年間総処理量は59万7,000立方メートルで、前年比１万

5,120立方メートルの増を見込んでおります。 

    第３号 １日平均処理水量は1,630立方メートルで、前年比36立方メー

トルの増を見込んでおります。 

    第４号 主要な建設改良事業は、老朽設備更新事業等でございますが、

マンホール長寿命化工事、公共汚水ます設置工事、マンホールポンプ修

繕工事、戸別合併処理浄化槽設置工事を予定しており、予算額が7,874万

9,000円です。前年比348万6,000円の増額です。 

    次に、収益的収入及び支出です。 

    第３条 収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

    収入です。 

    第１款下水道事業収益を３億6,344万9,000円とするものです。前年度

比1,346万4,000円の増額です。 

    第１項営業収益8,322万1,000円は、下水道使用料、負担金、手数料な

どの収入を見込んでおります。前年度比256万2,000円の増額です。 

    第２項営業外収益２億8,022万5,000円は、他会計負担金、長期前受金

戻入益が主なものです。前年度比1,090万2,000円の増額です。 

    第３項特別利益3,000円は、科目の計上です。 

    次に、支出です。 

    第１款下水道事業費用を３億6,345万円とするものです。前年度比715万

9,000円の減額です。 

    第１項営業費用３億5,198万3,000円は、管渠費、処理場費、業務費、

委託料、総係費、減価償却費などです。前年度比183万9,000円の減額で

す。 

    第２項営業外費用996万2,000円は、企業債の利息等によるもので、前

年度比417万3,000円の増額です。 

    第３項特別損失5,000円は、科目の計上です。 

    第４項予備費は、150万円です。 

    次のページ、199ページをお開き願います。 

    （資本的収入及び支出）です。 
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    第４条 資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

    収入です。 

    第１款資本的収入を１億9,198万4,000円とするものです。前年度比

1,723万6,000円の減額。 

    第１項企業債3,300万円は、マンホール長寿命化工事、戸別合併処理浄

化槽設置工事等による企業債借入れによるものです。 

    第２項出資金1,000円は、科目の計上です。 

    第３項負担金１億3,537万9,000円は、繰出基準に基づく一般会計負担

金及び受益者分担金です。 

    第４項補助金2,360万2,000円は、国庫補助金で、社会資本整備総合交

付金及び循環型社会形成交付金です。 

    第５項他会計繰入金、第６項固定資産売却代金1,000円は、科目の計上

です。 

    次に、支出です。 

    第１款資本的支出を１億9,198万1,000円とするものです。前年度比

142万2,000円の減額です。 

    第１項建設改良費7,874万9,000円は、マンホール長寿命化工事、公共

汚水ます設置工事、マンホールポンプ修繕工事、戸別合併処理浄化槽設

置工事、流域下水道建設負担金、農業集落排水処理施設修繕工事等によ

るものです。 

    第２項企業債償還金１億1,323万2,000円は、起業債の負担金、償還金

です。 

    次のページ、200ページです。 

    （債務負担行為）です。 

    第５条 債務負担行為をすることができる事項、期間及び限度額は、

次のとおりと定める。 

    事項の１つ目です。大郷町水洗便所改造資金利子補給。期間は令和７

年度から令和11年度までとし、限度額を３万円とするものです。公共下

水道に接続しようとする者に対し、水洗便所改造及びこれに伴う排水設

備設置等の資金の融資をあっせんした場合の利子を町が補給するもので

す。 

    事項の２つ目です。大郷町水洗便所改造資金損失補償。期間は令和７

年度から令和11年度までとし、限度額を水洗便所改造資金未償還元金の

10％に相当する額とするものです。公共下水道に接続しようとする者に

対し、水洗便所改造及びこれに伴う排水設備設置等の資金の融資をあっ
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せんし、借り入れた金額について回収不能となった場合に、金融機関へ

損失補償を行うものです。 

    事項の３つ目です。大郷町農業集落排水水洗便所改造資金利子補給。

期間は令和７年度から令和11年度までとし、限度額を１万6,000円とす

るものです。農業集落排水処理施設に接続しようとする者に対し、水洗

便所改造及びこれに伴う排水設備等の資金の融資をあっせんをした場合

の利子を町が補給するものです。 

    事項の４つ目です。大郷町農業集落排水事業水洗便所改造資金損失補

償。期間は令和７年度から令和11年度までとし、限度額を水洗便所改造

資金未償還元金の10％に相当する額とするものです。農業集落排水処理

施設に接続しようとする者に対し、水洗便所改造及びこれに伴う排水設

備設置等の資金の融資あっせんをし、借り入れた資金について回収不能

となった場合に、金融機関へ損失補償を行うものです。 

    事項の５つ目です。大郷町戸別合併処理浄化槽設置に伴う水洗便所改

造資金利子補給。期間は令和７年度から令和11年度までとし、限度額を

１万6,000円とするものです。町が設置する戸別合併処理浄化槽に接続

しようとする者に対し、水洗便所改造の資金の融資をあっせんした場合

の利子を町が補給するものです。 

    事項の６つ目です。大郷町戸別合併処理浄化槽設置に伴う水洗便所改

造資金損失補償。期間は、令和７年度から令和11年度までとし、限度額

を水洗便所改造資金未償還元金の10％に相当する額とするものです。町

が設置する戸別合併処理浄化槽に接続しようとする者に対し、水洗便所

改造の資金の融資をあっせんし、借り入れた資金について回収不能とな

った場合に、金融機関へ損失補償を行うものです。 

    続きまして、201ページをお開き願います。 

    （企業債） 

    第６条 起債の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、

次のとおり定める。 

    起債の目的１、公共下水道事業につきましては、限度額を1,870万円と

するものです。起債の方法は証書借入、利率は5.0％以内。ただし、利

率見直し方式で借り入れる資金については、利率の見直しを行った後に

ついて、当該見直し後の利率とするものです。償還の方法は、借入先の

融資条件による。ただし、企業財政その他都合により繰上償還または低

利に借り換えることができるものとするものです。 

    同じく２、合併処理浄化槽整備事業につきまして、限度額を830万円と
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するものです。なお、起債の方法、利率、償還の方法につきましては、

公共下水道事業と同様です。 

    同じく３、公営企業会計適用事業につきまして、限度額を600万円とす

るものです。なお、起債の方法、利率、償還の方法につきましては、公

共下水道事業と同様となってございます。 

    （一時借入金） 

    第７条 一時借入金の限度額は3,000万円と定めるものです。 

    （予定支出の各項の経費の金額の流用） 

    第８条 予定支出の各項の経費の金額を流用することができる場合は、

次のとおりと定める。 

    第１号 第１項営業費用及び第２項営業外費用に係る予定額に過不足

を生じた場合におけるこれら経費の各項の間の流用とするものです。 

    202ページです。 

    （議会の議決を経なければ、流用することができない経費） 

    第９条 次に掲げる経費については、これらの経費の金額をこれら以

外の経費の金額に流用し、又はこれら以外の経費をこれらの経費の金額

に流用する場合は、議会の議決を経なければならない。 

    第１号 職員給与費2,806万7,000円とするものです。 

    令和７年３月４日 提出 

大郷町長 田 中  学 

    以上で議案第29号の提案理由の説明を終わります。 

    ただいま御説明申し上げました議案第28号、議案第29号につきまして、

それぞれ予算事項別明細書等を御覧いただき、御審議の上、御可決賜り

ますようお願い申し上げ、提案理由の説明といたします。 

議長（石川良彦君） 以上で議案第28号及び議案第29号の説明を終わります。 

    これをもって提案理由の説明を終わります。 

    これより議案ごとに総括質疑を行います。 

    総括質疑は、議案に対する基本方針や大綱的な事柄を中心に置いてい

ただきまして、会議規則第50条第３項並びに第51条の規定により行って

いただきます。 

    なお、個別事項につきましては、後ほど設置される特別委員会におい

て質問されるようお願いをいたします。 

    まず初めに、議案第23号について総括質疑を行います。総括質疑の発

言通告がありますので、順次発言を許します。３番鈴木利博議員。 

３番（鈴木利博君） では、総括質疑を行います。 
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    まず、歳入の部分で17款財産収入２項財産売払収入についで、科目の

みの計上となっているようですが、例えば大松沢診療所の土地など、町

有地の有効活用はどうなっているかお伺いしたいと思います。 

    次に、18款寄附金１項寄附金について、前年比9,000万円に対し5,539万

1,000円と大幅な減となっていますが、これはどうしてなのかお伺いし

たいと思います。 

    それから、縁の郷の指定管理についてなんですが、これが今募集はし

ているものの、どうしても集まらない場合には売却することも必要だと

思いますが、その辺についてお伺いしたいと思います。 

    以上です。 

議長（石川良彦君） 答弁願います。町長。 

町長（田中 学君） ただいまの総括質疑に対して御答弁申し上げたいと思い

ますが、歳入の第17款財産収入につきましては、毎年度答弁予算で科目

計上としており、売払い額が確定後に補正予算を計上してございます。 

    大松沢診療所跡地につきましては、境界くいがない箇所があるため、

境界ぐいを復元し、年度内に売り払う予定でございます。 

    その他の町有地につきましては、利活用の可能性を検討し、有効活用

するのか、売払いするのかを決定いたします。 

    第18款の寄附金の大幅な減額につきましては、ふるさと納税、企業版

ふるさと納税とも令和６年度実績を基に令和７年度予算を計上しており

ます。予算を上回り、補正予算も計上できるように努めてまいりますが、

ただいま本町の信頼は、国内企業から大変評価が厳しい状況になってお

りますので、回復をするためにさらに役場内の努力をしていかなければ

ならないと私は思っております。 

    次に、歳出の縁の郷については、令和７年１月20日から１月31日まで

指定管理者の公募を行いましたが、残念ながら応募者がございませんで

した。その後、プロポーザル方式、方法とは別に数社からお話を伺って

ございます。現在仕様書の変更や指定管理を設定しながら指定管理者に

お願いするのか、また、町民の憩いの場となるような施設の活用がよい

のかなども含めて検討してまいりたいと思います。 

    売却につきましては、今本町では考えておりませんので、町としては

不動産業でございませんので、そのような発想は本意ではないと、常に

不動産思想はございませんので、今後とも前向きな事業運営を考えなけ

ればなりませんので、よろしくどうぞよろしくお願い申し上げます。 

議長（石川良彦君） ここで、昼食のため休憩といたします。再開は午後１時
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15分といたします。 

午 前 １１時５６分  休 憩 

午 後  １時１５分  開 議 

議長（石川良彦君） それでは、休憩前に引き続き、会議を開きます。 

    ここで、先ほど説明のありました議案第29号 令和７年度大郷町下水

道事業会計予算について、訂正の申出がありましたので、提案者から説

明を求めます。上下水道課長。 

上下水道課長（齋藤正智君） 先ほど御提案申し上げました議案第29号につき

まして、誤りがございましたので、訂正させていただきます。度重なる

訂正で大変申し訳ございません。 

    訂正させていただく箇所につきましては、200ページの債務負担行為第

５条の事項の２つ目、事項の４つ目、事項の６つ目の改造資金損失補償

関係で、期間の訂正をお願いいたします。 

    「令和７年度から令和11年度」と表記されておりましたけれども、「令

和７年度から令和12年度まで」の期間に訂正をお願いいたします。 

    なお、債務負担行為に関する調書の訂正もございますので、正誤表に

よりまして御確認いただきますようお願いいたします。 

    大変申し訳ございませんでした。 

議長（石川良彦君） 以上で説明を終わります。 

    それでは、鈴木利博議員、総括質疑を続けてお願いします。 

３番（鈴木利博君） では、先ほどの１番目の大松沢診療所跡地のほうは、今

境界確定をして、くいも打っていくということなんですけれども、もし

今分かるのであればどのように、例えば区画割りをしていくのか。あと

は、例えば売却に向けて、人口増加へつながる、何か特別な要件をつけ

るのか、分かれば教えていただきたいと思います。 

    続いて、ふるさと納税、まず個人のほうですけれども、昨日の一般補

正でも説明がありましたけれども、次年度は正念場だという、そういう

御説明がありまして、多分そうなのかなと思うんですけれども、ここで

昨日町長が担当課の課長に当たるのには、職員を仕込むと、そういった

お話もありましたので、ぜひそういった勢いでこのふるさと納税もＶ字

になるように、何かそういった施策あれば、町長のほうから御指導とか

あればいいのかなと思うんですけれども、それと、あと企業版ふるさと

納税のほうで、先ほど町長の御答弁の中で、厳しい状況があるというこ

とだったんですけれども、その厳しい状況というのはどういうことなの

か、ちょっともし分かれば御説明いただきたいと思います。 
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    あと最後、縁の郷なんですけれども、何か縁の郷になると何か不動産

業という、何かそういう不動産屋じゃみたいなこと言っているんですけ

れども、ほかでも原団地とか高崎団地等で売っていることがあって、何

でこの縁の郷は売れないのか。何かそういう特別な条例か、何かそうい

うのがあるのかどうか、その辺ちょっと御説明お願いしたいと思います。 

議長（石川良彦君） 答弁願います。町長。 

町長（田中 学君） 本町が今信頼を失っているという内容は、皆さんが御承

知のとおりの町民と議会、議会と行政という、こういう１つの行政とし

ての本来の信頼は相当国内の企業からも敬遠されるという、そういう内

容になってございまして、私の知っている範囲ではなかなか信用回復し

ていくのには時間もかかるし、また、それを補うだけの町には人材もな

ければ、中央とのパイプの目詰まりを調整する機能もなければ、議員が

どういうこの行政の仕組みというものを理解しているのか分かりません

が、そんなに簡単な、ふるさと納税どうぞお願いしますなんて言って来

るものでもなければ、企業誘致もそうであります。人対人の関係ですか

ら、嫌いな人にただアプローチしたって何の変化もございません。 

    そういうことで、これから新たな手法を考えてまいりたいと思ってお

るところでございます。 

    先ほど国会議員から電話来ました。今朝の河北の朝刊見て、いよいよ

人事を尽くして天命を待つという、そういうことわざどおりになったよ

うですねと、こんな話がございましたので、そのとおりです。今後とも

よろしくお願いしますというお話を申し上げましたが、今置かれている

本来の立場は大変後世に対して申し訳ないないなと、そんな思いであり

ます。 

    あとは、担当のほうから話申し上げますが、大松沢の境界ぐいの関係、

担当のほうから申し上げます。 

    あと最後に、縁の郷、これは最初から売り物でもございませんし、今

まだこの事業がアウトになったわけでもございませんし、進行形でござ

います。まだまだ改良して、今まで以上に必要な町の施設として、他の

町村からも認めてもらえるような、そういう努力をしなければなりませ

ん。 

    指定管理者がなぜ辞めたか。指定管理料１か月50万円何とか見てくれ

という町にお願いをした。町では議会をかけなきゃないですから議会に

かけた。否決にした。そういうことですよ。流れは。 

    以上です。 
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議長（石川良彦君） 次に、答弁願います。財政課長。 

財政課長（菅野直人君） お答えします。 

    大松沢診療所跡地でございますが、測量整理終わっておりまして、境

界限を復元するだけでございますので、早期に売却のほうしたいと思っ

ています。 

    それで、区画割りにつきましては、現状のままでできれば、売って宅

地分譲等の人口増につながる形で御利用いただければありがたいという

ふうに思っております。 

    以上です。 

議長（石川良彦君） 再質で聞くことあれば聞いてください。鈴木利博議員大

丈夫ですか。ほかにございませんか。２番鎌田暁議員。 

２番（鎌田暁史君） 総括質疑を行います。 

    ３月４日にこの議場にて発表された施政方針では、当初予算の概要に

ついて触れられております。今後も各種事業について費用対効果等を検

証し、事業の見直しや歳出縮減に努めながらとの方針が令和５年度以降

３年連続で記載されていることを確認をしております。 

    その上でお伺いしますが、各種事業について費用対効果等検証とあり

ますが、実際執務ではどのように対応をされているのか、具体例につい

て説明をお願いいたします。 

議長（石川良彦君） 財政課長。 

財政課長（菅野直人君） お答えいたします。 

    検証につきましては、毎年予算のヒアリングが補正予算、当初予算の

たびにございますけれども、その際にその事業に対する実績はどうだっ

たのかというところを各課のほうにお尋ねしまして、それに基づいて費

用対効果がどうだったのかという検証を行っております。 

    以上です。 

議長（石川良彦君） 鎌田暁議員。 

２番（鎌田暁史君） 費用対効果を検証して事業の見直しや歳出の縮減を行っ

たケース、実例について、どのようなものがあったのかお伺いいたしま

す。 

議長（石川良彦君） 財政課長。 

財政課長（菅野直人君） お答えします。 

    ヒアリングの際に全ての部分に対してそういうお話をしておりますの

で、ちょっと今具体的にどの事例というのはちょっとお話申し上げられ

ませんけれども、全てにおいて実績がなかった場合にはその事業を継続
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するべきなのか、どのような見直しをすべきなのかというところは、各

課のほうに御検討をお願いしているという状況でございます。 

議長（石川良彦君） 鎌田暁議員。 

２番（鎌田暁史君） 先ほど話題となっておりました縁の郷なんですけれども、

費用対効果は検証しますと、短期的に、あるいは中長期的にもかなり厳

しいのではないかというふうに考えております。 

    それで、施政方針にあるこの費用対効果の検証について、縁の郷につ

いて実際に行っていたのかということですね。その点についてお伺いを

したいと思います。 

議長（石川良彦君） 答弁願います。農政商工課長。 

農政商工課長（本間文二君） お答えいたします。 

    縁の郷につきましては、これまで指定管理者の方が運営されておりま

した。その中で集客であったり入込客数であったりというところを確認

しながら、伸びてきているというところは抑えておりました。 

    今現在指定管理者が撤退されて、約月40万円から50万円ぐらいの固定

経費がかかっておりますけれども、その費用だけではなくて、この前議

員からも言われましたが、例えば町民の方がより有効活用できるような

施設だとか、あとは補助事業を活用したテレワークも造ったことですか

ら、今後より、先ほど町長も申し上げましたが、より有効に、よりよい

施設になるようにこれから検討してまいりたいと思っております。 

    以上です。 

議長（石川良彦君） ほかにございませんか。９番熱海文義議員。 

９番（熱海文義君） 午前中に財政課長が一般会計のほうで説明の中で、くろ

かわ商工会と話合いをして、２割増し商品券は来年度は辞めるという話

がございました。 

    しかし、町長の施政方針の中にくろかわ商工会と連携して生活応援商

品券発行事業を継続してやっていくというお話がありました。 

    これは、２割増し商品券と違うのか。どっちが正しいのか、ちょっと

私のほうで理解できないんですけれども、その辺答弁願いたいと思いま

す。 

    また、施政方針の中で、令和７年度の一般会計にもなかったんですが、

旧櫻井邸をどのようにしていくのか。例えばこうしたい、だからこのぐ

らい予算欲しいとか、それもない。 

    それから、もう一つ町の財産で旧東沢団地、これも施政方針にもない

し、一般会計のほうにもどうしていくというのがないんですけれども、
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今後どうしていくつもりなのか、御答弁お願いしたいと思います。 

議長（石川良彦君） 答弁願います。農政商工課長。 

農政商工課長（本間文二君） お答えいたします。 

    まずは、２割増し商品券と大郷生活応援商品券の違いでございますが、

２割増し商品券につきましては、これはまず、商品券を購入していただ

いた方、例えば5,000円の商品券を買った場合に２割増しで6,000円分に

なるというのがございます。今回の生活応援商品券につきましては、全

町民１人当たり3,000円を配布しております。これは、購入ではなくて、

ただ単位配付した、配布というか配った商品券事業となりますので、２

割増しのほうは買った方が２割の恩恵を受けると。生活応援については、

今回が全町民が恩恵を受けるということでございます。 

    令和７年度に２割増し商品券がないということなんですけれども、今

回の生活応援商品券をする中で、商工会様とも十分に話をした中で、生

活応援商品券、財源の関係もありますので、本来、今回3,000円で配っ

ていますけれども、本来もう少し少ない額、予算上少ない額でやろうか

と思ったんですが、どうせならということで、財政とも協議しまして、

今回町民１人当たり3,000円で配っております。 

    その中で、年度に繰り越して５月末まで使える商品券ということもあ

りますので、商工会さんでもそのほうが全町民に対して恩恵があるとい

うことで、今回生活応援商品券のほうで一本でいきましょうという話を

受けまして、こういった制度設定になっております。 

    以上です。 

議長（石川良彦君） 次に、答弁願います。財政課長。 

財政課長（菅野直人君） お答えいたします。 

    旧東沢団地でございますが、こちらにつきましては、公告をしており

ますが、現在御購入希望者はいないという状況でございます。 

    こちらにつきましては、町がその施設に対して何かするよりも、民間

の方の力を借りながら、できれば住民が増えるような形の利用をしたい

というふうに思っておりまして、その辺今ノウハウのある民間の事業者

さんのほうの御協力をいただけないかというふうに思っているところで

ございます。 

議長（石川良彦君） 熱海文義議員。 

９番（熱海文義君） これ、まず商品券なんですけれども、今回の１人3,000の

やつが令和６年度で町民に渡したわけですね。令和７年度でそれを券を

買えるということで、この継続ということみたいなんですけれども、こ
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ういう言い回しになると、ちょっと勘違いすると思うんですよ。 

    まだずっと継続していくのかなと思って見ていたんです。 

    だから、その辺私からすると、課長のほうでは２割増しは辞めて、じ

ゃ町長のほうはもっとやっていくというような感じがしたので質問した

んです。 

    だから、この言い回しがちょっとおかしいんじゃないかなと思うのが

まず１点。 

    それから、団地とあと櫻井邸、いろいろ募集しているけれども、民間

に任せたりということで、でもなかなか集まってきていないのが現状な

んじゃないのかなと。 

    で、櫻井邸は何かメリットあるような募集の仕方あると思うんです。

実際古民家探している人って結構いるような気するんですよね。テレビ

見ていても。こっちからの情報発信がちょっと下手なのかなと思うんで

す。 

    その辺もうちょっとうまくしたらできるんじゃないかなと思うんだけ

れども。 

    あと、東沢団地の場合は、何か地盤が悪いということで、なかなか着

工が難しいんじゃないのかなと思っているんですけれども、その辺改良

して、町側で改良して民間に任せるとか、住宅用地になるよというよう

な形を作った中で出すということもできるんじゃないのかなと思うんで

すけれども、その辺の答弁をお願いしたいと思います。 

議長（石川良彦君） 答弁願います。町長。 

町長（田中 学君） 私から櫻井邸の今後の活用について話しておきます。 

    今までも何遍か民間ともやり取りして、こういう事業どうだ、ああい

う事業どうだと、いろいろな提案をお互いにしながら進めた経緯がござ

います。 

    今本町自身ここに来て、歴史文化を語る前に本町の将来、歴史文化を

語る前に今後の町の将来をどういう形に持っていくかということを大所

高所に立って広く、広い人たちとも議論してございます。 

    大郷町の今後進めていく上で農業という核を核にしたまちづくりを進

めていく上で、いろいろな施設も必要だということも分かってまいりま

したので、特にあのような古い歴史のある、100年からの住宅をうまく

活用しながら、今後の本町の新たなまちづくりとマッチできるような内

容にしていこうと。ちょっと急ぐ必要はないと。 

    今いろいろな補助金も活用しながら考えているところであります。 
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    地元の我々よりも都会の人たちが使いたいという人たちと今話を進め

てさなかなので、恐らく１つ決まれば次々に相乗効果というか、次のも

のも解決に向かっていくということになろうかというふうに私は期待を

しているところであります。 

    決して櫻井家もせっかく寄附を受けたのを無沙汰にするわけにはまい

りません。すばらしいものをつくってまいりたいと。大郷町の迎賓館に

したいと、そんな思いを持っておるところであります。 

議長（石川良彦君） 答弁願います。農政商工課長。 

農政商工課長（本間文二君） お答えさせていただきます。 

    商品券関係についてお答えさせていただきます。 

    当初は、２割増し商品券ということで予定しておりました。ですが、

今回臨時交付金を頂戴しましたので、その中で今回生活応援商品券に切

り換えて、全町民の皆様に配送したところでございます。 

    この臨時交付金がなければ、何割増しかの商品券事業ということで、

今後も商工会さんであったり、それから、物価高騰だったり、そういっ

たことも鑑みながら、そのときの財政状況にもよりますが、そういった

形で住民の皆様にそういった事業を展開してまいりたいというふうに思

っております。 

    以上です。 

議長（石川良彦君） 財政課長。 

財政課長（菅野直人君） お答えします。 

    未利用の土地につきましては、可能な限り人口増につながるような活

用をしたいというふうに思っております。 

    東沢団地住宅跡地につきましては、町が先行投資をして、整備をして、

そういう形で持っていくべきなのか、極力町のほうでは負担を減らして

民間事業者の力をお借りするべきなのか、そこはちょっとこれから検討

してまいりたいと思っております。 

議長（石川良彦君） ほかにございませんか。佐々木和夫議員。 

５番（佐々木和夫君） 通告なしですみませんが、施政方針にありました農業

振興について、地域農業を支える担い手の育成、確保が急務とあり、各

種補助事業を活用して生産体制の強化と推進とありますが、過去数年前、

担い手の育成、生産体制の強化が前年並みというか、いうところがある

ので、なかなか強化が図られていないというところが感じられます。 

    令和７年度は、予算の監査説明書を拝見しますと、農林業予算が前年

度よりも500万円ほど減少してございます。一方で、人事院勧告があっ



―２７４― 

たとしても、農業総務費が1,200万円ほど上昇している。農業総務です

よ。農業総務費が1,200万円上昇してございます。 

    これでは担い手の育成や生産体制の強化どころでなくて、衰退してし

まうような気がいたします。 

    田中町長が言っている農業では食えないから、食える農業にしていか

なきゃいけないと強くおっしゃっております。やはり、この予算を上げ

ないと、かけ離れていくとしか思えません。 

    やっぱり農業費全体を見直して、担い手の育成、生産体制の強化が図

られるようにお願いいたします。 

    これは、水稲だけではなくて、園芸、畜産も同様でございますので、

次年度、令和７年度は早急に行っていただきたいかなと思ってございま

す。 

    商工業の振興についても同様でありまして、商工費が全体で前年度よ

り770万円ほど減額になっております。一方で、商工総務費が670万円、

630万円ほど上昇してございます。施政方針でもありましたが、熱海議

員がおっしゃったとおり、やはり商品券のことも質問しようと思ったん

ですが、これは熱海議員が質問されたので省きたいと思います。 

    やはり、商工会と一体となって、大郷町の町民だけではなくて、商工、

お店屋さんも随分撤退しているところもありますので、そこら辺もやっ

ぱり消費者、業者共に栄えるように進んでいただければなと思います。 

    昨日可決成立されました農政商工を農林振興課と商工観光課に分ける

ことになってございます。このことは、新しい事業だと私は考えてござ

います。特に、商工観光課については、昨日田中町長も話しておりまし

たが、待って進める企業誘致ではなくて、出て歩く企業誘致だと強くお

っしゃってございました。やはり、新しく始めることは、始めるものは

大きく出る。アピールポイントが大きいというというところもございま

して、人事配置が終わり次第、早急に出る体制を取っていただいて、産

業立地、特産振興に努めていただくためにも予算のほうの再考をお願い

したいかなと思います。 

議長（石川良彦君） 答弁願います。初めに、町長。 

町長（田中 学君） 当初予算になくてこれから必要だと。その事業を進める

ためにはどうしても必要だということであれば、補正というものがござ

いますんで、いくらでもこの事業に対して、正に費用対効果の話にもな

るわけでありますが、いくらでも出ろというふうに思いますが実は、皆

さんが地元商工会でどういうお話しているのか分かりませんが、私の聞
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いている範囲では、大変悲しい。商品券を使って購買を推進していって

も、地元資本の企業がいないので、みんな中堅の物販店に行ってしまっ

て、地元の物を売っている商工人との何人もいない中であまり効果が商

工会のためには出ていないという、役員からの話を聞きました。 

    ああ、そうかと。我々は消費者、町民に平等に商品券が回るような方

法を取っている。どこで購入するかは、これ消費者の選択ですから、町

内で商品購入できるような内容にしてございますので、ただ、あまり地

元の商人さんは恩恵はないという、そんな話役員さんがしていましたよ。 

    そうかと。それであれば、別な方法も考えてこれからいかなくてない

ということも、我々ひとつやっていることが本当に、行政としてどっち

もよくなるようにと思ってやっているんですが、そういう話を聞くと、

別な方法を何か考えなくてはない。 

    今の時点での思いです。これから新しくやるときには、そうならない

ような、十分地元の商工会の意見を聞いて、まず、何よりも支店で、決

裁権の何もない事業所ですから、あまり積極的な活動も私からすれば見

られないなと。 

    農協さんも同じですよ。おんぶに抱っこですよ。カントリー造るのに

投資はしました。今度それを使用するのに使用料出してくれ。これ、も

っと欲しい。まだ欲しいんだという、今年もそんな話があるようです。

まず、それもひとつやむを得ないのかと思っておりますが、いずれにし

ても、行政も出先の商工会も農協も一緒になって、ここで頑張らなけれ

ばならない、今の状況であるということを御認識をいただきたいと思い

ます。 

議長（石川良彦君） 町長、農業振興については、所管の職員あります。担当

課からないですか。町長はないね。（発言あり） 

    次に、農政商工課長。 

農政商工課長（本間文二君） お答えいたします。 

    まず、農業総務費の関係が増えているというところですが、そこは、

人事異動に伴う諸手当が増えているというところになっております。 

    それから、担い手の育成だったり、生産体制の強化というところでご

ざいますが、実際に担い手の育成となった場合に、町の補助金、それか

ら各種補助金であったり、それから、ＪＡさんともタイアップして、Ｊ

Ａさんのほうにも事業補助金を流しております。 

    今国のほうでは、物を売るという出口のほうに補助金をつけて強化し

ていくということもございますので、まずは、物をしっかり売れていく、
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儲かる農業というところで、担い手の育成だったり、今後の後継者とい

うところを模索していければというふうに思っております。 

    生産体制の強化につきまして、町でも町単の補助金用意しております

が、当初毎年10月、11月に要望調査取ります。その中で要望上がってき

て予算化するんですが、やはり、機械の値段が上がっておりまして、買

おうと思ったけれども、やっぱり買えなかったとかということもあって、

予算も今のところ充足している状況でございます。 

    これが足りないようであれば、補正なりさせていただいてやっていき

たいとは思いますが、今のところは、農業振興費については、間に合っ

ているというふうに思っています。 

    今回の500万円を超える減額につきましては、委託料の中で、地域計画

の図面作成の業務とそれから農振地域の計画更新の業務で約500万円弱

落ちているというところがございますので、そういった減額に見えてい

ますが、各種補助事業等については、特に減額等はしておりません。 

    以上です。 

議長（石川良彦君） 新しい事業とかは考えていないということでいいんです

か。そこの、町長からも説明なかったけれども。 

農政商工課長（本間文二君） すみません。 

    新しい事業等につきましては、先ほど言ったように、出口というとこ

ろもございますが、施政方針にもありましたオーガニックヴィレッジ、

これについては、しっかりロードマップに沿って、計画を立てて、協議

会設立して改革を立てて、オーガニックの野菜を売るというところまで

しっかり持っていければというふうに思っております。 

    以上です。 

議長（石川良彦君） 企業誘致は。まちづくり政策課長。 

まちづくり政策課長（高橋 優君） お答えいたします。 

    企業誘致につきましては、これまでも全くしてこなかったというわけ

では当然ございません。 

    さらに、今回農政商工課が農林振興課と商工観光課ということで、さ

らに力を入れて、産業立地推進係ということになるかと思いますが、そ

ちらの企業誘致しっかり出向いて、しっかりと町をＰＲしながら、誘致

に向けていくというような体制も今回つくられるということになります

ので、この辺はしっかりとやっていければと思ってございます。 

議長（石川良彦君） 佐々木和夫議員。 

５番（佐々木和夫君） 大変意気込みが感じられました。 
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    費用対効果でありますが、やはり、費用対効果、すぐに求める費用対

効果と１年、２年後の求めるもの、30年かかって求めるもの、よくある

と思います。 

    なので、すぐに求めろというのではなくて、やっぱり農業を推進する。

機械の予算がありますよね。であれば、きちんと取り組みやすいような

状況にするとか、やっぱり補助率上げたり、やっぱり予算を使い切るよ

うな、せっかくつくった予算なので、そこら辺で農業やっぱり役場に頼

んで良かったよね。のでよかったよね。 

    あと、農協ども組んでよかったよねと。そうなれば一番いいのかなと

思ってございますし、あと、企業誘致もやはり、それこそハンドバッグ

じゃなくて、キャリーバッグに現ナマたがいていくような話をして、ど

んどん来てくれというような推進をしていただければやはりいいんじゃ

ないかなと思ってございます。 

    当初の予算なので、ただ、６月頃になれば落ち着いてくると思います。

そうすると、今後のサイクルが見えてくると思うので、６月頃の補正予

算でしっかり組んで、来年の３月までこのぐらいの数字が上がったんで

すよと。このぐらい問合せが来ました。このぐらいに進んでいますとい

う報告を願えればありがたいかと思うので、よろしくお願いいたします。 

議長（石川良彦君） 要望で終わりね。町長から所感もらいますか。町長。 

町長（田中 学君） 十分さらに意識を深めて頑張っていきたいと思います。 

    ただ、ここにいて、企業誘致幾ら旗振ったって届きませんので、やっ

ぱり一極集中、東京ですよ。市場は東京です。どれだけの人とお会いで

きるかという、そのネットワークがなければ幾らここでどなたとお話し

ても直接届かないので、今後商工観光課ができたら、私と一緒にこの企

業ふるさと版のこれも一緒に回って歩きたい。 

    待ってるから来てくれよという東京からの、そんな話もございます。 

    やっぱり、私は大学も高校も行っていませんが、学閥というのはすご

いですね。それで、私今付き合っている人が早稲田の中学校から高校、

大学まで行った。代議士もやっている人なんですが、すごい。やっぱり

東京６大では明治だどこだってあるけれども、やっぱり早稲田ってすご

い。あの人脈は。それで、そういうメンバーともこれから直接職員と会

わせて、私がいなくてもどんどん企業誘致ができるように、そういう道

をつくってまいりたいと思っていますので、議員も一緒に歩ける人いれ

ば、一緒にやりたい。（発言あり）それは駄目ですよ。 

    また、本気になってやらなければならないということを覚悟してやっ
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てまいりたいと思いますので、よろしくお願い申し上げます。 

議長（石川良彦君） ほかにございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（石川良彦君） ないようですので、これをもって議案23号の総括質疑を

終わります。 

    次に、議案第24号について総括質疑を行います。ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（石川良彦君） ないですか。ないようですので、これをもって質疑を終

わります。 

    次に、議案第25号について総括質疑を行います。ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（石川良彦君） ないようですので、これをもって議案第25号の総括質疑

を終わります。 

    次に、議案第26号について総括質疑を行います。ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（石川良彦君） ないようですので、これをもって議案第26号の総括質疑

を終わります。 

    次に、議案第27号について総括質疑を行います。ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（石川良彦君） ないようですので、これをもって議案第27号の総括質疑

を終わります。 

    次に、議案第28号について総括質疑を行います。ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（石川良彦君） ないようですので、これをもって議案第28号の総括質疑

を終わります。 

    次に、議案第29号について総括質疑を行います。ございませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（石川良彦君） ないようですので、これをもって議案第29号の総括質疑

を終わります。 

    お諮りいたします。ただいま議題となっております議案第23号から議

案第29号までについて、議長を除く全員で構成する予算審査特別委員会

を設置し、これに付託して審査することにしたいと思います。 

    これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（石川良彦君） 異議なしと認めます。したがって、議案第23号から議案



―２７９― 

第29号までを、議長を除く全員で構成する予算審査特別委員会を設置し、

これに付託して審査することに決定いたしました。 

    ここで、特別委員会が設置されましたので、委員長及び副委員長の選

任をお願いいたします。 

    ここで、特別委員会が設置されましたので、委員長及び副委員長の選 

    特別委員会開催のため、暫時休憩といたします。 

午 後  １時５５分  休 憩 

午 後  ２時０２分  開 議 

議長（石川良彦君） それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

    予算審査特別委員会の委員長及び副委員長が選任されましたので、そ

の結果を報告いたします。 

    委員長には石垣正博議員、副委員長には鈴木利博議員、以上のとおり

選任されました。 

    お諮りします。委員会審査のため、本日の会議終了から３月18日まで

の期間本会議を休会にしたいと思います。これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

議長（石川良彦君） 異議なしと認めます。したがって、本日の会議終了から

３月18日までの期間本会議を休会とすることに決定いたしました。 

    来る３月19日午前10時から本会議を開き、委員長の報告を求めます。 

                                    

議長（石川良彦君） 以上をもちまして、本日の日程は全部終了いたしました。 

    本日は、これにて散会いたします。 

    御苦労さまでした。 

           午 後  ２時０３分  散 会 

                                    

    上記の会議の経過は、事務局長 三浦 光の記載したものであるが、

その内容に相違ないことを証するため、ここに署名する。 
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